
 

 



ごあいさつ 

 

平成 17 年に旧熊野市と旧紀和町が合併して新しい熊野市となり、それぞれの社会福祉協

議会も合併して新しい「熊野市社会福祉協議会」が誕生しました。以来 20 年余が経過しま

したが、少子高齢化、単身世帯の増加、地域のつながりの希薄化、社会的孤立など、地域の

課題は複雑化かつ深刻化しています。 

社会福祉協議会には、地域福祉を推進するために多岐にわたる役割が求められており、

その財源として介護保険事業が大きな割合を占めていますが、ここ数年急激に進行する人

口減少やそれに伴う人手不足などにより財政状況が悪化し、厳しい状況が続いています。 

こうした状況の中、熊野市社会福祉協議会では、将来においても「誰もが安心して自分

らしく暮らせる社会」を目指し、「熊野市社会福祉協議会第 1 次中期経営計画」を策定しま

した。この計画は、現状を厳しく分析するとともに、5 年後のあるべき姿（ビジョン）と具

体的な取り組みについて記載しています。 

役職員一同、全力を挙げて計画の遂行に尽力いたしますので、皆様のご理解ご協力をい

ただきますようお願い申し上げます。 

 

令和 8 年 3 月 

社会福祉法人 熊野市社会福祉協議会 

会  長 阪 口 任 紀 
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第１章 計画策定にあたって 
 
１ 計画策定の背景と意義 
 市町合併が行われた平成 17 年当時と比較すると、熊野市の人口は約 22,600 人から令和
7 年 12 月末現在では約 14,500 人へと大幅に減少しており、生産年齢人口も約 11,300 人か
ら約 5,900 人へと減少しています。また、要介護高齢者数も減少傾向にあり、法人の主な財
源である介護事業の業績にも影響が生じています。 
 
 平成 12 年度に施行された介護保険法はこれまでに 8 度の改正が行われ、直近では令和 6
年度にも改正が行われました。介護報酬についても 3 年ごとに改正が実施され、平成 21 年
には介護職員処遇改善交付金が創設され、平成 23 年には介護報酬と一体化した介護職員
処遇改善加算制度がスタートしました。同加算は介護従事者の処遇改善を目的としたもの
で、従事者の待遇向上と、経営難に直面する全国の事業所の支援に大きく寄与してきまし
た。  

しかし、令和 6 年度に実施された訪問介護サービスの報酬減額などの影響により、処遇
改善はもとより、設備、車両、備品などの老朽化対応についても困難となっており、基本報
酬の増額がなければ、中小事業所にとって厳しい経営状況が続くものと考えられます。 
 
 全国的に介護職員の不足が深刻化している中、熊野市社会福祉協議会 （以下「本会」）に
おいても職員の確保が極めて困難な状況にあります。定年退職や途中退職により職員数が
減少する一方、その補充を図るための人材確保が十分にできていません。 
 この要因の一つに賃金を始めとした待遇面の問題が考えられます。本会では平成 16 年以
降、給料表の改定が殆どなされておらず、他の社会福祉協議会 （以下「社協」）と比較して
も 22 年にわたって低賃金の状態が続いており、抜本的な改善をしなければ人材の確保や定
着は難しいと判断されます。 
 
 令和 7 年 4 月には、33 年ぶりに社協の活動の基本指針となる基本要項が改正され、「社
会福祉協議会基本要項 2025」 （以下「基本要項 2025」）が策定されました。同要項は、社会
福祉法に位置づけられた団体として、全国 1,800 の社協が共通の目的と方向性のもとに活
動を推進するための指針です。内容においては、社協の使命、組織特性、活動原則が明示さ
れ、営利を目的とせず、地域住民と協働して地域福祉の向上を図るという基本理念が改め
て示されています。全国の社協が多様な課題に直面する今、基本要項 2025 に基づき、社会
情勢や地域特性に応じた地域福祉活動の推進に全力で取り組むことが求められています。 
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 本会においても、「基本要項 2025」を踏まえ、既存の地域福祉活動の充実とともに、地
域の課題解決に向けて職員が一体となって取り組むための明確な指針が必要です。 

また、地域福祉活動の貴重な財源である介護保険事業や障害福祉サービスなどの公的サ
ービスの充実も欠かすことはできません。 
 
 今回の中期経営計画は、単に経営改善のみを目的とするのではなく、熊野市における福
祉の向上を広く図るという社協本来のあるべき姿を追求するものであり、 「基本要項 2025」
の理念を踏まえ、 「みんなのくらしにいっしょうけんめい」を合言葉に本会が総力を挙げて
活動を推進するための指針として策定するものです。 
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2 計画の期間 
  計画の期間は、令和 8 年度を初年度として令和 12 年度までの５年間とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 計画の位置づけ 
この計画は、本会を取り巻くさまざまな厳しい状況を改善し、地域住民の福祉向上を

図るために、使命・理念・基本方針等を明確に示すもので、今後の諸計画の基礎となる計
画です。 

 
4 計画の進行管理 

計画の進行管理については、年度ごとに策定する事業計画によって具現化し、反映さ
せ、計画期間中の各年度終了時に、各項目の進捗状況を評価した上で理事会、評議員会
へ報告し、状況の把握や総合的な評価・課題・改善点に関する意見や助言を求めます。 

なお、社会情勢は急速に変化するため、計画に過度に固執することなく、必要に応じ
て戦略や内容を柔軟に見直していきます。 
 また、進捗状況については、行政をはじめ、法人内外の関係者と共有する機会を設け、
公表します。 
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第２章 使命、理念、基本方針、職員基本姿勢 
 

１ 使 命 
本会は、地域福祉の推進を目的とする団体として、住民主体の理念に基づき、地域住民

や関係者との協働による「ともに生きる豊かな地域社会」を創造することを使命としま
す。 

 
２ 理 念 
・地域住民を主体とした地域共生社会の実現に向けて挑戦、実践します。 

   
・個性を尊重し、その人らしい生活を支える福祉サービスを提供します。 
 
・「みんなのくらしにいっしょうけんめい」を掲げ、職員育成と実践に取り組みます。 
 
・経営的視点を意識し、安定した財政基盤を継続、維持します。 
 
・行政とのパートナーシップを通じ、将来の熊野市における地域福祉を推進する両輪と
して貢献します。 
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3 基本方針  
 
地域住民を主体とした地域共生社会の実現にむけて挑戦、実践します。 

事業の展開にあたっては、地域に開かれた組織として、地域住民や関係機関、団体な
ど、あらゆる関係者との協働を推進することを重視します。また、事業は計画的に実施す
るとともに、適切な評価を行い、効果的な事業推進を図ります。 

 
個性を尊重し、その人らしい生活を支える福祉サービスを提供します。 

社協らしい、人を思いやる丁寧なサービス提供を心がけ、社協の強みや存在意義を十
分に意識して福祉サービスを提供します。これらのサービスは、地域福祉事業の財源確保
の手段としてだけでなく、地域でその人らしい生活の実現を目的として実践します。 

 
「みんなのくらしにいっしょうけんめい」を掲げ、職員育成と実践に取り組みます。 
 すべての職員が高い使命感を持ち、法令を遵守するとともに、職員基本姿勢を十分に
理解し実践します。また、地域の暮らしの中の課題を常に意識し、地域の福祉向上に寄与
します。 

  
経営的視点を意識し、安定した財政基盤を継続、維持します。 

  介護保険・障がい福祉サービスの収入、行政からの補助金、受託金をはじめ、会費や
赤い羽根共同募金配分金など、あらゆる財源を経営的視点で運用することで財政基盤の
安定を図り、地域に還元し続けます。 

  
行政とのパートナーシップを通じて、将来の熊野市において地域福祉を推進する両輪と 

して貢献します。 
  行政とのパートナーシップを常に意識し、情報共有や意見交換を積極的に行い、熊野 

市の福祉施策の一端を担う法人として、あらゆる事業を通じて地域住民の福祉向上のた 
めに役割を果たします。 
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4 職員基本姿勢 
本会の職員は、地域住民の福祉向上のため以下の基本姿勢に基づき、目的の達成に取

り組みます。 
 

協力を惜しみません 
   

地域の課題に対して自分の事として対応します 
     

相手を尊重します 
    

全ての人に対して敬意をもって丁寧に対応します 
     

思いやりで接します 
    

相手の立場に寄り添って接します 
     

責任を果たします 
   

粘り強く最後まで付き合います 
     

前に向かって進みます 
   

何事にも前向きな思考で取り組みます 
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第３章 現状、課題、取組 
１ 法人運営 

① 財政基盤の維持と強化 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

積立金が維持され、経営が安定しています。 

現状と課題 

 収入の約 80％を占める介護保険等収入は、本来、法人運営の安定化
や地域福祉活動の財源として、余剰金を生み出すことが期待されてい
ますが、深刻化する介護人材不足や地域特性による採算性の低下から、
収支は不安定で厳しい状況にあります。 

また、地域福祉事業については、行政から多くの補助・委託を受け
ており、その割合は全体の約 14％を占めていますが、介護保険等収入
から十分な繰り入れが行えない状況が続いており、全体としても赤字
決算が常態化しつつあります。 

さらに、積立金は約 5,500 万円と県内の社協と比較しても極めて少
ない水準にとどまり、財政基盤の脆弱さが一層顕在化しています。 

実現の 
ための取組 

 介護保険、障がい福祉サービス事業については、利用者の獲得、新
たな各種加算の取得を目指し、各利用料等の見直しも検討します。 

また地域福祉事業にかかる国、県、市等の補助、受託、助成金獲得
にも力を入れ、全体的な増収を目指します。 
 あわせて、効率の良い人員配置、事業の見直し、統合など組織のス
リム化を図り、事業経費の無駄を省きます。 

そのことにより、積立金を維持しつつ、経営の安定を図り、健全な
運営を目指します。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

利用者の獲得      

各種加算の取得      

新たな財源確保      

事業経費の適正化      

事業体制の見直し      
 

定期的な見直しによる適正な体制の維持、事業の統合、廃止などの検討 

SNS 等による広報活動、内容の充実、人材の確保 

加算取得による介護保険、障がい福祉サービス事業収益の増額 

国、県、市等の補助金、助成金の獲得、地域福祉の充実 

経費削減の徹底  →△10％目標、定期的な効果検証と見直し 
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② 広報の充実と戦略的発信の強化 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

地域住民に本会とその活動が認知されています。 

現状と課題 

広報誌「福祉くまの」やホームページに加え、フェイスブックやイ
ンスタグラムなどの SNS を通じて本会に関する広報を行っています。  

しかし、担当者・投稿頻度・対象範囲などのルールが整備されてお
らず、事業などによって偏りがあります。また、全体の広報活動として
の戦略や効果も十分とはいえません。 

実現の 
ための取組 

広報の重要性を再確認し、戦略を策定した上で、紙媒体だけではな
く、SNS を活用した広報活動を計画的・効果的に実行します。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

広報の充実   

 

  

 

運用 

 半年ごとに評価 
戦略の 

策定 
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③ 会員の拡充 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

地域住民、企業の理解により会員数が 20％（令和 7 年度比）増加し
ています。 

現状と課題 

 地区社協ごとで住民会員制度を採用しているため、本会としては、
活動に対して賛同いただける個人、団体等が主な会員構成となってい
ます。  

そのため広く地域住民に呼び掛けるのではなく、既存の会員への依
頼に留まっており、新たな会員獲得について積極的に行えていません。 

実現の 
ための取組 

事業活動と広報の強化により、本会とその活動を一人でも多くの地
域住民、企業等に認知してもらうとともに、地域福祉活動への関心、
賛同、参画が広がるよう取り組みを強化し、会員獲得に努めます。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

会員の拡充 
（現在 143） 

   

  

 

広報活動の充実（広報の充実と戦略的発信の強化） 

福祉理解の促進（賛助的意識向上）の検討と実施 

新たな会員獲得                                会員数 

（+20％） 



10 

 

④ 人材確保と職員の定着 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

職員の処遇改善と職場環境の整備により、安定した体制が実現して
います。 

現状と課題 

最低賃金の上昇、物価高騰、他業種の賃上げなど、社会環境が大き
く変化する中で、処遇改善への対応が十分ではありません。 

また、近隣事業所や県内の社協で定年制度延長の導入が進んでいる
一方、本会の導入は遅れており、職員のモチベーション維持や新たな
人材確保のため、早急な対応が必要です。 

実現の 
ための取組 

新たな加算取得や補助金の獲得及び経費の削減により、財政基盤を
強化し、職員の働きがいと処遇改善を目的として、給与規程等の改定
を実施します。 

あわせて、これまで以上に福利厚生や職場環境の整備に力を入れる
と同時に定年制度延長にも着手します。 

また、次世代を担う学生に向けて福祉の魅力を発信し、本会のみな
らず紀南地域の将来の人材確保に向けて貢献できるよう努めます。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

財政基盤の強化    
 

 

給与規程 
の改定 

 
    

就業規則の改定
（定年延長）      

 

施行 改
定 

施行 → 基本給の増 

  

改
定 

 

経費削減の徹底 

各種加算、補助金等の獲得 
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⑤ 適正な施設管理と運営 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

「熊野市高齢者生活福祉センター」及び熊野市障害者自立支援施設
「あゆみ事業所」については引き続き、指定管理事業者として運営さ
れています。 

熊野市社会福祉センター「くまのふれあいセンター」については、
管理運営の今後の方向性が決定して運営されています。 

現状と課題 

【指定管理施設】 
「熊野市高齢者生活福祉センター」 

熊野市障害者自立支援施設「あゆみ事業所」 
熊野市から指定管理を受け運営している上記施設については、行政

と連携しながら、運営できています。 
 
【法人所有施設】 
  熊野市社会福祉センター「くまのふれあいセンター」 

上記施設については、建設から 45 年以上経過し、大規模修繕の必
要性があり、将来的な活用、あり方について関係機関、団体等と課題
共有及び協議ができていません。 

実現の 
ための取組 

 指定管理施設については、継続して選定されるよう、施設の目的に
沿った適正な管理運営を徹底します。また、利用者が快適に過ごせる
環境を維持するため、行政と協議の上、計画的に修繕を進めます。 
 法人所有施設の管理運営については、老朽化が著しいため、行政、
町内会、賃貸契約先等と将来を見据えた協議を行い、今後の方向性を
明確化します。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

指定管理施設の 
受任の継続と 
適正な管理運営 

 

 

 

 

 

くまのふれあい
センターの運営 

    
 

 

指定管理（高齢者生活福祉センター R8～R12） 

指定管理（障害者 

自立支援施設 ～R9） 

指定管理（障害者自立支援施設  

R10～R12） 

決定事項に基づき運営 方向性を協議 
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⑥ 事業継続計画（BCP）の更新と運用 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

災害時等に最低限の事業活動が継続できる体制が整っています。 

現状と課題 

 災害時等に対応する事業継続計画（BCP）について、訓練やマニュ
アルの更新が十分に行われていません。介護保険・障がい福祉サービ
スに関しては法令で策定が義務付けられており、計画自体は存在しま
すが、訓練やマニュアルの更新が十分でない状況です。 

実現の 
ための取組 

 将来いつ災害等が発生しても、最低限の事業活動を維持し、地域福
祉事業や介護保険・障がい福祉サービスが継続できるよう、マニュア
ルの更新に努めます。 

また、職員が有事の際、迅速に通常業務が行えるよう、年 1 回の訓
練を通じて意識向上を図ります。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

マニュアル更新
の徹底 

  
   

職員の意識向上   
 

  

 

 

訓練の実施（年 1 回） 

更新（2 年ごと） 更新 更新 
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２ 地域福祉 

① 住民と共に育む、福祉のまちづくり活動 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

安定した地域福祉活動が実践されています。 

現状と課題 
地域福祉推進の中核である地区社協が、役員の高齢化や担い手不足

により、地区によっては活動の維持が困難になりつつあります。 

実現の 
ための取組 

 地区懇談会を定期的に開催して地域の実態把握に努めるとともに、
可能な限り地域に出向き、地域住民とともに活動することで信頼関係
の構築と情報共有の円滑化を図ります。 
 また、各地域において必要とされるサービスを検討し、その地域特
性に応じた地域福祉活動の実践に力を注ぎ、協働による福祉のまちづ
くりを推進します。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

地区実態の把
握、情報交換 

  
 

  

地域との 
関係性の向上 

 
    

地域に応じた
活動の実践 

     

 

地区 

懇談会 

地区 

懇談会 

地区 

懇談会 

地区 

懇談会 
地区 

懇談会 

地区社協事業への参加 

市社協事業の地域での実施（おうた、ミニフェスタ等） 

検討 

提案 

実施 

検討 

提案 

実施 

検討 

提案 

実施 

検討 

提案 

実施 

検討 

提案 

実施 
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② 誰もが地域で暮らし続けるための活動 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

高齢者をはじめとして、誰もが人と接する機会、外出が増え、いき
いきした生活が送れています。 

現状と課題 
 ふれあいいきいきサロン、おうた、食の自立支援、元気見守りなど、
地域の実情に応じた暮らしの支援を進めていますが、外出を増やす取
り組みについては、更なる充実が求められています。 

実現の 
ための取組 

 介護予防や安否確認の観点から、一人暮らし高齢者等が自宅に閉じ
こもることなく、人と接する機会や外出を増やせるよう、地区社協や
地域住民等と連携し、各種事業の拡大を図ります。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

実態の把握と 
対応策の検討 

    
 

事業の拡大と 
新しい取り組み 

  
 

 
 

 

 

地区懇談会 

地域での事業の提案と実施（おうた、ミニフェスタ等） 

地区社協事業への支援（ふれあいいきいいきサロン、受託事業） 

新しい取り組みの検討と実施 
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③ なんでも相談窓口の充実 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

地域住民からの相談が増え、本会の認知度が向上しています。 

現状と課題 
 無料法律相談や資金貸付事業など、専門的な相談事業は実施してい
るものの、地域住民にとって身近な組織として、気軽に相談できる体
制が十分に整っていません。 

実現の 
ための取組 

地域住民などから寄せられる多様な相談について、情報提供や専門
機関へのつなぎにとどまらず、課題の解決に向けて行政や関係機関と
ともに協力体制を構築します。 
 また、より気軽に相談でき、個別の問題に適切に対応できるよう、
関係者及び住民に向けて周知を図り、利用促進を行うとともに、相談
体制の構築など機能強化を進めます。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

課題解決体制の
構築 

 
  

 
 

利用促進と 
機能強化 

  
 

  

 

 

検討 

地域住民への周知 

（福祉くまの、HP、SNS） 

関係機関との連携強化 

なんでも相談窓口運用 

 
準
備 
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④ 社会的弱者の権利を守る取組み 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

新たな施策により、社会的弱者の権利が擁護されています。 

現状と課題 

現在、三重県社協から受託している「日常生活自立支援事業」や、
法人独自で実施する「成年後見事業」を通じて、社会的弱者の権利擁
護に取り組んでいます。 
 国が推進する更なる権利擁護の強化や代理事業の受託者として、社
協には一層の役割が期待されており、その責務に応える体制整備が十
分とはいえません。 

実現の 
ための取組 

 国が推進する身寄りのない高齢者等への支援に加え、熊野市として
必要とされる権利擁護関連事業について協議を進め、可能な限り早期
の実施を目指します。 
 また、新たな権利擁護関連事業の開始に向けては、研修や視察を通
じて職員の知識・技術の向上に努めるとともに、関係機関と連携し、
安定した権利擁護サービスが提供できる体制を整備します。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

三重県社協から
の受託事業 

   
 

 

成年後見事業 
（自主財源） 

  
 

  

新たな権利擁護
関連事業 

  
 

 
 

 

 

日常生活自立支援事業の充実 

法人後見事業の充実 

行政との検討 

情報収集 

視察等準備 

新たな権利擁護関連事業 
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⑤ 行政との連携による災害への備え 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

災害ボランティアセンター運営スキルが向上しています。 

現状と課題 
近年、自然災害が頻発、大規模化する中、災害ボランティアセンタ

ーの運営や、被災者への福祉的支援において、本会に求められる役割
に対して機能・体制が十分とはいえません。 

実現の 
ための取組 

 災害後のまちの復興を担う一助としての自覚と責任を改めて認識
し、適切な時期、場所、手法等をあらかじめ行政と協議しつつ、災害
ボランティアセンターマニュアルを随時見直し、平時からの備えを強
化します。 
 また、三重県社協や東紀州ブロックの社協と連携し、訓練や検討を
重ねながら職員の専門性向上に努め、迅速かつ的確に対応できる体制
を整備します。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

マニュアルの 
見直し 

    
 

訓練の実施と 
参加 

    

 

広域での取り組
みの充実 

   
  

 

 

 

災害ボランティアセンター運営訓練の実施 

行政等が実施する災害関連訓練への積極的参加 

行政との協議 

マニュアルの見直し 

東紀州 

ブロック 

幹事社協 

三重県社協が実施する災害ボランティアセンター訓練

への参画 
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⑥ 実情に沿った各種行事の運営 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

実情に沿った各種行事が行えています。 

現状と課題 
人口減少や高齢化などにより、各種大会やイベントなどは従来の運

営が難しくなってきています。 

実現の 
ための取組 

 社会情勢に合わせて、各種行事などの事業規模の適正化や統合につ
いて、関係機関、団体と協議を行います。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

各種行事の適正
化 

 
   

 

 

 

方向性の 

 決定 
社会情勢に合わせた運営 



19 

⑦ 行政とのパートナーシップの充実 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

熊野市との協議により、将来的な地域福祉の方向性が示されていま
す。 

現状と課題 

本会を取り巻く環境、そして市の福祉全般に関する課題は、年々厳
しさを増しています。 

現在、市から受託している事業については、担当者レベルで定期的
に打ち合わせを行っていますが、中長期的な視点に立った議論や、将
来を見据えた協議には十分に取り組めていない状況です。 

実現の 
ための取組 

さらに地域福祉を推進し、課題解決の糸口を見いだして実践につな
げていくためには、行政と協力しながら、現状の共有や役割の再確認
など、より充実した協議を行う必要があります。 
 また、既存事業の効果を常に検証しつつ、市が掲げる施策に沿って
柔軟に協働していきます。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

現状の共有、 
役割の再認識 

  
 

  

既存事業の検証    
 

 

 

 

市担当課と協議 

検証、改善、実施 
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３ 介護保険・障がい福祉サービス 

① 質の高い事業所運営 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

事業所管理者として必要な制度に関する知識と経営感覚を身につ
け、質の高い運営をすることで、地域で頼られる存在となっています。 

現状と課題 

 各管理者をはじめ、職員一人ひとりの介護保険制度や障がい福祉サ
ービスなど各種制度に関する理解はまだまだ十分とは言えず、本会が
運営する事業所として、制度改正や未経験事案への対応、経営的視点
を有する事業所運営についても強化が必要な状況です。 

実現の 
ための取組 

介護保険や障がい福祉サービスなどの制度改正や社会情勢の変化に
的確に対応するため、経営者としての視点を持ちながら、各種課題に
柔軟に対応できる事業所運営を推進します。 

あわせて、管理者のみならず職員一人ひとりが情報収集の重要性を
認識し、有益な情報を事業所内で共有する体制を整え、事業所として
の質を向上させます。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

管理者業務の 
遂行 

  
   

制度、専門知識、
その他情報収集 

  
 

  

自己啓発と研鑽    
 

 

コミュニケーシ
ョンの充実 

   
 

 

 

必須事項 

の 

確認と準備 

事業所単位での申請、変更、報告等手続き、その他 

管理者業務の確実な遂行 

 

必須事項 

の 

確認と準備 

外部研修への積極的参加 

内部及び他法人との合同研修の企画と開催 

定例会議の充実 

情報伝達の徹底 

事業所内での相談体制確立と維持 
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（１）居宅介護支援 

①職員体制の維持 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

算定要件を満たす職員体制の維持により、最上位の加算が安定して
取得できています。 

現状と課題 

定年による職員の退職が見込まれる中、体制の維持は一層厳しさを
増しています。公募による人員補充も困難で、ケアマネジャー資格保
有者数が十分とは言えない状況です。最上位加算算定による安定した
事業運営を維持するためにも、有資格者の確保について、早急に対応
策を講じる必要があります。 

実現の 
ための取組 

最上位の特定事業所加算を継続的に取得するため、人材確保に向け
た広報活動を強化するとともに、職員に対する資格取得にかかる費用
助成や取得後の処遇の充実などを検討し、より一層の資格取得を推奨
します。 
 あわせて、常に法に定められた定員上限を意識し、新規利用の受入
れに努めます。 

また、必要に応じて雇用条件の見直しを行い、安定した職員体制を
維持します。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

加算取得のため
の体制の維持 

   

 

 

定員上限を意識
した利用者数の
確保 

 
 

   

 

広報活動の強化（人材確保） 

検討 資格取得助成の実施 

雇用条件の適時見直し 

広報活動の強化（利用者の確保） 

効率的な地区担当制 
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② 相談、依頼への迅速な対応 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

相談や依頼に迅速に対応する体制が構築されています。 

現状と課題 
 利用者や家族からの相談、関係機関等からの依頼に対し、迅速な対
応ができない場合があります。 

実現の 
ための取組 

 遅延を防止するため、相談対応の標準化を進め、担当者不在時でも
対応可能となる体制を整えます。具体的には、部内会議において対応
技術の検討や個別ケースの情報共有を徹底し、組織として一貫した対
応を行います。 

また、情報を伝達するツールを積極的に活用し、迅速な連絡と対応
に努めます。 

あわせて、外部研修や勉強会に積極的に参加し、情報収集と共有、
事例発表の機会を定期的に設けることで、支援内容の振り返りと見直
しを行います。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

相談対応の標準
化 

 
 

   

情報伝達の徹底    
 

 

支援内容の振り
返り 

   
 

 

 

対応技術の検討と情報共有（定例会議） 

伝達ツールの更なる活用と徹底（Chat、メール） 

事例発表の機会拡大（研修等） 
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（２）訪問介護 

① 安定した事業所運営 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

地域格差のないサービス提供体制が維持されています。 

現状と課題 

サービス提供責任者やホームヘルパーの人材不足は、職員の平均年
齢の上昇により深刻化しており、今後さらに安定したサービス提供が
困難になることが予想されます。ホームヘルパーを確保し、安定した
事業所運営をするための早急な対応が求められます。 
■現状のサービス提供責任者配置 

事業所名 サービス提供責任者 
井戸訪問介護事業所 正規３名 
飛鳥訪問介護事業所 正規１名、継続雇用１名 
紀和訪問介護事業所 正規１名、継続雇用１名 

              ■令和 ９年度 サービス提供責任者１名 ６５歳到達 
                  ■令和１１年度 サービス提供責任者１名 ６０歳到達 

■ホームヘルパーの推移 
年度 井戸 飛鳥 紀和 合計 

平成 17 年 49 名 20 名 11 名 80 名 
平成 22 年 39 名 20 名 10 名 69 名 
平成 30 年 33 名 18 名 10 名 61 名 
令和 5 年 24 名 17 名 8 名 49 名 
令和 7 年 20 名 11 名 5 名 36 名 

 

実現の 
ための取組 

 新たなホームヘルパー獲得のため、現在実施している資格取得支援
を更に充実させると共に、ライフスタイルに合わせた多様な働き方の
応援、更なる待遇の改善について検討します。 

また、広報媒体や発信内容を見直し、効果的な広報活動を行い、次
世代を担う学生などの実習受入れの機会を通じ、福祉の魅力を発信し
ます。 

あわせて、職員に対しては各種研修会や班会議を通じ、適切な業務
遂行方法の指導を徹底し、長期的に就労できる環境づくりを進めます。 

また、熊野市の年齢別人口の推移を踏まえながら需要と供給のバラ
ンスを考慮し、事業所の統合などの検討を積極的に行い、安定した事
業運営を維持します。 

限られた人員で最大の収益を得られるよう、新たな加算取得に向け
て体制を整えます。 
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≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

ホームヘルパー
の確保 

 
 

  

 

適切な業務遂行
方法の指導 

  
 

  

事業所の統合に
向けた検討 

  
 

 
 

新たな加算の 
取得 

   
 

 

 

検

討 

新たな 

支援策の検討 

研修会の開催 

班会議の充実 

検討に基づいた

実施 

状況判断 

状況把握、検討 

加算の検討と取得 

サービスの質の向上 

広報活動の強化（人材確保） 

支援策をアピールした求人活動 
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② ホームヘルパーの質の向上 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

サービス提供責任者とホームヘルパーにより、標準化された質の高
いサービスが提供されています。 

現状と課題 

制度の複雑化に伴い、ホームヘルパーによって支援内容が異なるケ
ースが見受けられ、利用者や家族の誤解や苦情につながることがあり
ます。 

また、利用者の施設入所の増加などにより、重度の要介護者へのサ
ービス提供の機会が減少し、介護技術に不安を抱えるホームヘルパー
が増えています。 

実現の 
ための取組 

 サービス提供責任者は、ホームヘルパーからの相談や報告に対し、
適切な指導が行えるよう常に研鑽に努め、制度に基づいた適正なサ
ービス提供の実践に取り組みます。 

また、介護技術に特化した研修会を開催し、安全で質の高い介護サ
ービスを提供できるよう、育成の強化を図ります。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

サービス提供責
任者の質の向上 

   
 

 

介護技術の向上    
 

 

 

研修会への積極的参加 

他法人との情報交換、勉強会 

インターネット等を活用した情報収集 

研修会の開催 

班会議の充実 
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（３）通所介護 

① 魅力あるプログラムの開発と提供 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

サービスプログラムの充実により、利用者や家族から選ばれる事業
所になっています。 

現状と課題 

 従来のサービスプログラムに固執するあまり、マンネリ化が生じて
おり、利用者にとって魅力あるサービスの提供が十分にできていると
はいえません。 

また、広報が十分でないため、地域住民や利用者家族、居宅介護支
援事業所に対して、サービス内容や事業所の特色を PR できていない
状況にあります。 

実現の 
ための取組 

 既存の内容にとらわれず、研修会等を通じて、他法人等のデイサー
ビス運営に関する情報を積極的に収集します。その情報を基に協議し、
利用者やその家族に喜ばれるサービスプログラムの企画、実施につな
げていきます。 

イベントや日常の様子を、SNS や地方紙を活用して広く地域住民へ
発信します。あわせて、家族との円滑なコミュニケーションを促進す
るためのツールについても検討、導入を進めます。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

情報収集  
 

   

プログラムの 
開発 

  
   

広報の強化 
 

 
  

 

家族とのコミュ
ニケーション 

 
  

 
 

 

他デイサービスの取り組みの情報収集 

法人内事業所で情報共有 

検
討 

試
験
実
施 

施行・評価 

開発 

広報活動（事業内容） 検
討 

検
討 

連絡ツールの活用 

ホームページの活用 

イベントへの招待 
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② 安定した事業所運営 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

行政との協議を重ねて、市内全域を対象とした事業所運営が継続さ
れています。 

現状と課題 

 高齢化の進展に伴い、今後も需要が見込まれるサービスである一
方、過疎地域においては高齢者の在宅生活の困難さが課題です。本会
の性質上、現在設置している事業所をできる限り継続することが使命
ですが、経営面や人材不足など多くの課題を抱えていることから、安
定した事業所運営の検討が急務となっています。 

実現の 
ための取組 

できる限り各事業所の運営を継続させるため、福祉的視点と経営の
両面から検討を重ね、最善の方策を模索します。その過程では、事業
所の統合や職員配置の見直しなど、あらゆる選択肢を設け議論を進め
ます。 

また、あらゆる方策を検討し体制を整え、新たな加算獲得により、
収入増に努めます。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

地域状況の把握
と将来の予想 

    
 

今後の事業所の
在り方の協議 

 
  

 
 

新たな加算の 
取得 

 
    

 

情報収集と定期的な話し合い 

結論に基づき運営 経営的視点での検討 

行政との協議 

加算の検討と取得 

サービスの質の向上 
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（４）訪問入浴 

① 安全で質の高い入浴サービス 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

高齢者、障がい者が安心して入浴できています。 

現状と課題 
移動や準備に要する時間に対して、対応できる訪問件数が制限され

るため、安定した収入の維持が困難なサービスとなっています。 
実現の 

ための取組 
安全で質の高い入浴サービスの提供を行いつつ、利便性を損なわな

い代替サービスの検討を行います。 
≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

安全で質の高い
サービス提供 

 

 
 

  

代替サービスの
検討 

    
 

 

代替サービスの検討 

研修参加による資質向上 

ミーティングの充実 
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（５）生活介護 

①サービスプログラムの充実 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

利用者が笑顔になれるサービスプログラムが提供されています。 

現状と課題 
 障がい区分の違いにより、利用者一人ひとりに応じた支援に苦慮す
ることがあります。 

実現の 
ための取組 

 安全に十分配慮し、新たな創作活動やサービスプログラムの充実を
図り、利用者が笑顔になれるサービス提供に努めます。  

また、先入観にとらわれない柔軟な支援を心がけ、障がい区分に関
係なく、誰もが穏やかに過ごせる空間づくりを目指します。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

プログラムの見
直しと充実 

  
 

  

広報の強化 
 

 
 

  

 

ミーティングの充実 

他事業所見学 

SNS での広報の検討と実施 

その他媒体の活用 

検討 
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（６）障がい者就業・生活支援 

①障がい者の就労促進と安心できる相談窓口 

将来ビジョン 
（令和 12 年度末） 

相談員の資質が向上し、就労に向けた相談体制が充実しています。 

現状と課題 

障がい者の求職人口及び企業数の減少に伴い、近年は職場実習の実
施件数が目標値に達しておらず、その結果、就労につながるケースが
減少傾向にあります。 

また、特性に起因する生活リズムの乱れなどにより、B 型事業所か
ら一般就労への移行が難しいケースも見られます。 

実現の 
ための取組 

紀南自立支援協議会の部会の活動や他機関との連携、事業所説明会
等の機会を活用し、実習機会の確保と就労につながる体制強化に努め
ます。 

また、特性に応じた就労支援や生活支援を適切に実施できるよう、
相談員等の資質向上に取り組みます。 

≪年次計画≫ 

実施事項 R8 年度 R9 年度 R10 年度 R11 年度 R12 年度 

実習と就労実績
の向上 

  
 

  

相談員の資質向
上 

  
 

  

 

事業所説明会の充実 

体制の強化 

研修会への積極的参加 

自己研鑽 
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１ 中期経営計画策定委員会設置要綱 
 

熊野市社協 中期経営計画策定委員会設置要綱 
 
（目的）  
第１条 この要綱は、社会福祉法人熊野市社協 （以下「本会」）が使命、 経営理念の実現に

向けて策定する中期経営計画（以下「計画」）に関する事項を 総合的に検討するため設
置する策定委員会（以下「委員会」）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものと
する。 

 
 （所掌事項）  
第２条 委員会は、次に掲げる事項について必要な調査及び検討を行う。 
（１）本会の事業・組織・財務等の状況把握、課題整理、分析に関すること。 
（２）本会の計画策定に関すること。 
（３）その他、本会会長が必要と認める事項に関すること。 
 
 （構成） 
 第３条 委員会の構成は会長、副会長、事務局長、課長をもって組織する。 
２ 委員長には会長、副委員長には副会長及び事務局長をあてる。 

 ３ 委員会で検討する計画原案等を作成するため、プロジェクトチームを設置する。 
 ４ 委員会は必要に応じ、オブザーバーの意見を聞くことができる。 
 
（任期） 
 第４条 委員の任期は令和 7 年 5 月 22 日から計画策定が完了する日までとする。  
 
（会議） 
 第５条 会議は、委員長が招集し議長となる。  
２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは
その職務を代理する。 

３ 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞く
ことができる。 

 
 
 

資料 
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（庶務）  
第６条 会議の庶務は、総務係において処理する。 
  
（その他）  
第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定める。 
 
附 則 
 この要綱は令和 7 年 5 月 22 日から施行する。 
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２ 中期経営計画策定委員会 
 
（１）中期経営計画策定委員 ◎委員長、〇副委員長、◇事務局 

氏 名 所 属 
◎阪口 任紀 会 長 
〇和田 博史 副会長 
〇森岡 澄生 副会長 
〇大久保 彰人 事務局長                ◇ 

喜田 良樹 総務課長兼総務係長           ◇ 
桃原 孝 地域福祉課長兼地域福祉係長       ◇ 
栗須 紀之 福祉サービス事業課長兼障がい支援係長  ◇ 

 
（２）オブザーバー 

氏 名 所 属 
大谷 真一郎 熊野市福祉事務所長 
河上 純 熊野市健康・長寿課長 

 
（３）プロジェクトチーム（PT） ◎座長 

氏 名 所 属 
◎喜田 良樹 総務課長兼総務係長 
 桃原 孝 地域福祉課長兼地域福祉係長 
 栗須 紀之 福祉サービス事業課長兼障がい支援係長 

中尾 祥子 居宅介護支援係長 
西口 佐喜 井戸訪問介護係長 
久保 貴寛 井戸通所介護係長 
髙山 洋司 紀和訪問介護係長 
柴田 和輝 紀和通所介護係長 
中田 美弥子 飛鳥訪問介護係長 
葛平 加恵 飛鳥通所介護係長 
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３ 中期経営計画策定委員会開催状況 
 

月 日 会 議 名 協議内容 

令和     
7 年 5 月 1 日 第 1 回策定委員会 ・「中期経営計画委員会設置要綱」について 

・「策定委員及びプロジェクトチーム（PT）」について 
  22 日 PT 会議 ・中期計画策定委員会設置要綱、策定委員及び PT につ

いて説明 
・現状と課題の把握について 

 6 月 1 日 策定委員会事務局会議 ・「取り巻く環境の把握」について 
・「PT 会議の進め方」について 

 6 月 
7 月 

～ 
初旬 

PT 会議 ・非常勤職員も含めて現状と課題把握について 
・現状と課題に対しての取組について 

 7 月 1 日 策定委員会事務局会議 ・「各事業の現状と課題」について 
 7 月 

8 月 
 ～ 

下旬 
PT 会議 ・現状と課題の整理、まとめ 

・今後の取組について検討 ※各係単位で随時協議 
 8 月 11 日 策定委員会事務局会議 ・「実現のための取組内容」について 
 9 月 4 日 策定委員会事務局会議 ・「現状と課題」及び「取組内容」と中間報告について 
 10 月 2 日 PT 会議 ・各部門のまとめ 
  9 日 PT 会議 ・中期経営計画（案）について 
  10 日 策定委員会事務局会議 ・「職員基本姿勢」について 

・「中期経営計画（案）のまとめ」について 
  20 日 策定委員会事務局会議 ・オブザーバーとの意見交換 
  31 日 第 2 回策定委員会 ・中期経営計画（案）について 
 11 月 14 日 第 3 回策定委員会 ・中期経営計画（案）について 
  20 日 PT 会議 ・中期経営計画（案）について 
 12 月 5 日 第 4 回策定委員会 ・中期経営計画（案）について 
  16 日 理事会、評議員会 ・中期経営計画の中間報告 

8 年 1 月 22 日 策定委員会事務局会議 ・オブザーバーとの意見交換 
  27 日 第 5 回策定委員会 ・中期経営計画（案）について 
 2 月 6 日 第 6 回策定委員会 ・中期経営計画（案）について（オブザーバー含む） 
  20 日 理事、評議員への説明 ・中期経営計画（案）の中間報告（説明） 
 3 月 初旬 地区社協への説明 ・中期経営計画（案）書面による配布 
  12 日 市への説明 ・中期経営計画（案）について 
  13 日 PT、策定委員会事務局 

合同会議 
・中期経営計画（最終案）について 

  17 日 第 7 回策定委員会 ・中期経営計画（最終案）について 
  23 日 理事会、評議員会 ・中期経営計画（案）について【決定】 
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４ 熊野市の状況と推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

熊野市における総人口と 75歳以上人口の将来推移を示したものです。総人口は令和 2 年以降減少
が続き、令和 22年には令和 2年比で大きく縮小する見込みとなっています。一方、75 歳以上人口は
令和 7 年前後でピークを迎え、その後は緩やかに減少に転じる見込です。しかし、総人口の減少スピ
ードがより速いため、高齢者の構成比は引き続き高い水準で推移することが予想されます。このこと
から、「高齢者数が減少する＝負担が軽減される」とは言えず、人口規模の縮小を前提とした支援体
制の再設計が求められる段階に入っていると考えられます。特に令和 12年前後は、人口構造が次の
局面へ移行する重要な転換点となります。 
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生産年齢人口（15～64歳）と、介護・福祉職人口（推計）の将来推移を示したものです。生産年
齢人口は今後も継続的に減少し、令和 22 年には令和 2 年比で約 4 割減少する見込みとなっていま
す。介護・福祉職人口は、生産年齢人口に連動して減少する構造にあり、令和 12 年以降は担い手不
足が一層顕在化することが想定されます。一方で、介護需要は一定水準を維持すると予想されるた
め、需給のギャップは拡大する方向にあります。このため、従来型の人材確保策だけでは対応が難し
く、業務の集約・効率化、役割分担の見直し、提供体制そのものの再構築が不可避な段階に入ってい
くと考えられます。令和 12 年は、介護提供体制の在り方を見直す分岐点となります。 
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５ 熊野市社協の現状 
 

（１）組織体制 
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（２）経営状況の推移と見込 
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介護保険事業収益は、全体として減少傾向で推移しています。年度ごとの変動はあるものの、回復
基調には至っておらず、収益規模が徐々に縮小していることが読み取れます。これは、利用者数の減
少や人材不足による受入制限、報酬単価の伸び悩みなど、構造的要因が継続して影響している可能性
を示しています。今後は、現行規模を前提とした運営ではなく、事業の持続性を見据えた対応が求め
られます。 
障がい福祉サービス等事業収益は、年度による増減は見られるものの、中長期的には横ばいから微

減の水準で推移しています。介護保険事業と比べると、年度間の変動幅が大きい点が特徴です。制度
改正や事業内容の影響を受けやすく、人員配置や事業判断が収益に直結しやすい分野であることが
うかがえます。今後は、採算性を意識した事業展開と、事業の選択と集中が重要となります。 
両事業ともに、大きな成長を前提とした経営は難しく、収益縮小を見据えた構造転換が必要な段

階に入っています。 
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令和 6 年度実績を基準に、現行の人材制約や利用者動向を織り込んで推計すると、両事業ともに
今後 6 年間にわたり緩やかな収益減少が継続する可能性が高いと考えられます。特に介護保険事業
では、人員確保が進まない限り回復は見込みにくい構造が続くことが想定されます。 
※あくまでも現状の運営体制等での推移予測です。 
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